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旧諸戸邸（旧鎌倉市長谷子ども会館）劣化度・耐震診断調査及び利活用検討支援業務委託 

公募型プロポーザル 審査要領 

 

１ 旧諸戸邸（旧鎌倉市長谷子ども会館）劣化度・耐震診断調査及び利活用検討支援業務企画提案

審査会（以下「審査会」という。）は、旧諸戸邸（旧鎌倉市長谷子ども会館）劣化度・耐震診断調

査及び利活用検討支援業務委託公募型プロポーザル審査要領に基づき審査を行うものとする。 

 

２ 最優秀提案者の選定は、別途定める旧諸戸邸（旧鎌倉市長谷子ども会館）劣化度・耐震診断調

査及び利活用検討支援業務委託公募型プロポーザル募集要領（以下「募集要領」という。）による

公募型プロポーザル方式とし、企画提案を求める方式で実施するものとする。 

 

３ 審査の手順は、庶務を担当する審査会事務局（以下「事務局」という。）による手続きと審査会

委員（以下「委員」という。）による審査から構成するものとする。 

 

４ 事務局は、参加申込をした事業者の参加資格の確認を行い、参加資格の確認結果を事業者に通

知するものとする。 

 

５ 事務局は、募集要領に基づく質問票を受付した場合、回答を作成し、質問及びその回答の内容

を本市ホームページで公表するものとする。 

  また、事務局は、質問及びその回答を公表したことについて、質問票の提出事業者及び当該公

表時点で参加申込済の事業者に連絡する。 

 

６ 事務局は、参加資格のうち、募集要領に基づく提案者の提出書類により、次の項目を確認し、

問題がないと認めた場合は、提案書の受付を実施するものとする。なお、その他の参加資格は、

事務局による報告及び誓約書をもって確認するものとする。 

(1) 本業務委託に関する見積書の金額が事業費限度額を超過していないこと。 

 

７ 事務局は、提案書の提出状況に応じて、プレゼンテーションの実施に向けた準備を行い、プレ

ゼンテーションの開始時間等を提案書の受付を終えた事業者（以下「提案者」という。）に連絡す

るものとする。 

  また、事務局は、プレゼンテーションの実施について、委員に報告するとともに、提案書を配

付するものとする。なお、提案書は、プレゼンテーションの審査終了後、事務局が回収するもの

とする。 

 

８ 委員は、提案審査（提案者ごとの書類及びプレゼンテーションの審査）を行う。配点は、別紙、

審査基準のとおりとし、評価項目ごとに評価するものとする。 

  なお、評価（得点化）の目安と評価点の関係は次のとおりとする。 

(1) 優れていると思われるもの  ５点 

(2) やや優れていると思われるもの ４点 

(3) 普通と思われるもの  ３点 

(4) やや不十分と思われるもの  ２点 

(5) 不十分と思われるもの  １点 

※ 提案項目が欠落しているなど、評価ができない場合は０点とする。 

※ 評価項目１～３については、事務局にて採点したものを確認し、評価点とする。 
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 ※ 評価項目４～８については、それぞれ５点満点で評価を行い、２倍の重みづけとする。 

 ※ 評価項目１～８を合計した 100点満点の得点を、各委員の合計評価点とする。 

 

９ プレゼンテーションは次の時間配分での実施を基本する。 

(1) 提案内容の説明 20分 

(2) 質疑応答  15分 

 

10 審査会は、各委員の合計評価点の平均点（各委員の合計評価点の合計を評価に当たった委員数

で除し、小数点以下第２位を四捨五入した点）が最も高い提案者を本業務の最優秀提案者として

決定し、次に得点の高かったものを、次点の提案者として決定するものとする。最高得点に同数

が出た場合は提案価格がより廉価であった提案者を最優秀提案者とし、更に提案価格が同額であ

った場合は、審査会の投票で決定するものとする。 

  また、選定に当たっては最低基準を設け、これを満たさない提案を行った提案者の選定は行わ

ないものとする。最低基準は、すべての評価項目（提案価格に対する評価点を除く）に対する評

価の配点の２分の１の得点とする。 

  なお、審査会は、最優秀提案者の選定理由について、次点の提案者と比較し、より分かりやす

いよう示すものとする。 

 

11 提案者が１者の場合も審査を行い、企画提案が最低基準を満たさなかった場合、最優秀提案者

の選定は行わないものとする。 

 

12 審査会は、選定した最優秀提案者、順位等を本市に報告する。 

 

13 市は、審査会からの報告に基づき、最優秀提案者を優先交渉権者と決定した上で、各提案者に

対し、個別に結果を通知するものとする。 


